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1．はじめに

航空業界における規制緩和は昨今めまぐ

るしい変化をしている。またその緩和は

2007年には大きく加速され、あらゆる分

野・部門へと波及している。運航乗務員・

客室乗務員・整備職員の分野において顕著

に進められている。しかし航空会社の収益

に関わる航空運賃もそのひとつである。そ

の国際航空運賃について、規制緩和の変遷

を調査し、今後の問題点について考察して

いく。

2．航空業界の規制緩和

2・1　規制の分類

航空業における記載緩和を分類すると、

経済規制と技術規制に区分される。

①経済規制－Ⅰ．参入規制の緩和一新規航

空会社の参入や既存航

空会社の路線拡大・撤

退・増減便の自由化

Ⅱ．運賃規制の緩和一運賃設

定の自由化

②技術規制　一　航空機・操縦士・整備士・

運行管理者など航空従

事者や航空管制業務、空

港施設など

2・2　日本の規制緩和の歴史

日本の規制緩和は「45・47体制」とよば

れる産業保護政策から始まる。

別名「航空憲法」とも言われ、1970年（昭

和45年）に閣議決定、2牛後に発動された。

内容は（丑日本航空（JAL）は国際線と国内

幹線区間のみ

②全日空（仙A）は国内幹線とローカル線・

近距離チャーター

③東亜国内航空（TDA）はローカル線と一部

国内幹線

と、決められていたが1986年に、方針が変

更されこの体制の枠組みが廃止されANAも

国際線に参入できるようになり参入規制の

緩和が始まる。

運賃規制の緩和としては、国際航空運賃

に関して、1994年に「幅運賃」が導入され、

運賃が航空会社の意向である程度自由に設

定が可能になるが、実際問題として格安航

空券と呼ばれるダンピングチケットは無く

ならなかった経緯がある。そして2000年に

はコミッションの自由化で運賃の自由化が

さらに加速する。

2・3　世界の規制緩和の変遷

規制緩和の歴史を世界的な流れは、表－

表－1　航空会社の規制緩和の歴史（地域ごと〉
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1にまとめた。

アメリカが先行して主導を握っているよ

うではあるが、実際にヨーロッパにおいて

は1980年代アメリカの圧力によって規制緩

和が始まった。1993年の「パッケージⅢ」

ではEU域内の完全自由化促進のため、運賃

の発着地両国認可制（ダブルアプルーバル

制度）も廃止された。

3．規制改革推進のための3か年計画

日本における規制緩和は2007年に飛躍的

な展開をみる。

日本郵船代表取締役会長、草刈隆朗氏を

議長に、15名で構成される規制改革会議＊

の『規制改革推進のための3か年計画＊＊』で

は、航空会社の競争力向上のための環境整

備として3点が検討事項として盛り込まれ

た。

（ヨキャビンクルー（客毒乗務員）とコグピ

ットクルー（運航乗務員）が同一企業で

なければならないとする、客運→体規制

の撤廃を検討すること。

②機材（航空機）や従業員についてFAA

（Federal Aviation Administratiorl：米

国連邦航空局）のライセンスを保持して

いれば、日本での審査が省略できるよう

検討すること。

③従業員の在留資格の運用の明確化。すな

わち外国航空会社の従業員の活用を自由

に出来るよう検討すること。

これら3つの事項に共通して言えるのが

『外国資源の活用』が検討項目となってお

り、財界が考える今後の航空産業の進む道

が示されたと考えられる。

その他、人材における観点以外にも「規

制改革推進のための3か年計画」には航空分

野としていくつかの提言がされている。あ

げてみると、

◎新規航空会社参入に運賃面や空港施設に

おいて適正な対応を図かり、競争を阻害

しないこと（新規参入者の開設した路線

の割安な料金を標的にして、競合する時

間帯・特定便の料金を既存者によって行

い、競争を阻害しない。また、空港チェ

ックインカウンター、ボーディングブリ

ッジの使用など空港施設の差別をしない、

など）。

◎悪天候時に計器飛行装置を利用して着陸

するカテゴリーⅢと呼ばれる許可条件の

緩和をすること（実運行試験化回数につ

いて一定の用件を充足する場合に運航回

数の軽減を認める例外条項を設ける方向

を検討し所用の措置を講ずる）。

◎航空自由化の推進として「アジア・ゲー

トウェイ構想」において、航空政策を大

転換し、アメリカ流でない独自の自由化

をスピード感もって戦略的に推進するこ

と。

◎さらにこの「アジア・ゲートウェイ構想」

による関西・中部両空港を、わが国の代

表する国際拠点空港としてふさわしい路

線の開設や増便が実現できるよう、制約

をなくすこと。

◎さらに羽田空港の積極活用として、24時

間フル稼働に向けて可能な限りの施策を

推進し「アジア・ゲートウェイ構想」を

さらに推進すること。

◎地方空港においても「アジア・ゲートウ

ェイ構想」の観点から観光振興や自由化

交渉を加速するために、着実な施策を推

進すること。

◎国際航空運賃の自由化（ローコストキャ

リアと呼ばれるLCCの参入をより容易に

し、利用者の利便の向上と航空会社間の

競争促進の観点から、運賃の下限を撤廃

し、原則的に認可を自動的にすること）。

などが上げられている。

4．アジア・ゲートウェイ構想

2007年5月16日に「アジア・ゲートウェイ

戦略会議＊＊＊」が決定した「アジア・ゲート

ウェイ構想」では航空自由化、すなわちア

ジア・オープンスカイに向けた航空政策の

転換があげられた。これが2007年6月22日に

閣議決定した「規制改革推進のための3か年

計画」となり、その中には先に記した、各

種規制の撤廃も上げられている。「アジア・

ゲートウェイ構想」を進める上で、日本の

航空政策は他国に遅れて追従、又は他国の

政策を受け身に捉えることが多かった。国

際競争への対応が不十分な日本の航空会社

にとっては、競争の制約となる規制が多く

ー40－

存在する。そこで現下の情勢に対応し、未

来志向に基づき大胆かつスピード感ある改

革を世界に先駆けて実現しなければ、アジ

アの中で日本が取り残されてしまうとの問

題意識の下で、アジア・オープンスカイの推

進と伴に、規制等の緩和が推進される結果

となった。

しかしながら安全面にかかわる規制緩和

は、本当に安全が保たれるのか、不安は捨

てきれない。

5．国際航空運賃

5・1　国際航空運賃の決定

航空運賃は旅客運賃のみならず貨物運賃

も設定されているが、ここでは旅客運賃に

ついてのみ述べる。航空運賃において規制

緩和は競争促進の政策であり、競争により

利便性や公益性が増すことである。しかし

国内運賃割引運賃には多くの購入制限があ

り、実際には割高な運賃を利用せざるおえ

ない状況が多く見受けられる。

「自由化」は企業に公益性よりも利益優

先へと走らせ、競争が一層激しくする可能

性がある。

国際航空運賃にあっては二国間協定で決

定される。各国航空会社が加盟するIATA

（InternationalAirTransportAssociation＝

国際航空運送協会）の運賃調整会議と呼ば

れる分科会において討議され、両国の事情

を配慮し「全会一致」で決定される。その

後、各航空会社は関係各国政府＝当局に申請

（わが国においては航空法第105条に規定）

後、認可（同第100条に規定）され発効する。

発着両国の認可が必要なことから「ダブル

アプルーバル制度」と言う。

5・2　国際航空運賃決定の問題

世界的に慣例となった、二国間協定によ

って決定される運賃は独占禁止法の適用除

外の特例が世界的に認められ、わが国では

航空法第110条でカルテルとはならない旨

定められている。

2007年5月25日、㈱日本航空インターナシ

ョナルと全日本空輸㈱は「国際航空協定に

おける独占禁止法の除外」の意見書を公正

取引委員会に提出した。


